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1．はじめに

　近年、不祥事は止まらず、報道が相次いでいる。

朝日・読売・毎日・日経 4紙で「不祥事」という

言葉の記事検索を行うと、1970 年代年間、4紙合

計で十数件だったものが、1991 年を境に急増し、

2000 年代には 1万件以上を超えるようになって

いる。（駒橋 2007）（1）

　それにつれて、一件の“不祥事”に対する報道

の件数も増えている。例として、1985 年、1995

年、2005 年と 10 年毎に比較する。

　1985 年には、一件の不祥事事件に対してほぼ 1

回の報道で、不祥事の事件数と報道記事件数はほ

ぼ一致しているのに対し、1995 年、2005 年は平

均 2件以上になっている。これは、' 80 年

代、'90 年代、2000 年代の全てを分析しても、同

様の結果を得た。ここから、全体の傾向として、

一事件（事案）当たりの記事の報道数量の増加が

伺える。報道される不祥事の事件（事案）の数が

増えただけではなく、一事件（事案）当たりの報

道量が増えたのである。

　これにより、当事者である企業などの名前と姿

勢がくり返し報道され、不祥事報道は大きな影響

力を持つようになった。

　本稿では、150 事例を分析し不祥事報道拡大を

分析しパターン化を行い、①不祥事の報道量が増

える傾向にあるのはなぜか、それによって②不祥

事報道の何が変わったのかを考察する。

2．不祥事報道の増加

├不祥事報道」の定義

　論を進める前に、本稿で扱う「不祥事報道」の

言葉の定義を行う。「不祥事」は学際的で、例え

図Ё①「不祥事報道記事件数と事件数　比較」
（総件数：朝日新聞記事検索　不祥事事件数：筆者調べ）

●1985 年　記事件数　74 件　(不祥事事件数 66 件)

　├マンズワイン有毒液ワイン事件」（記事件数 4件)

　├テレビ朝日アフタヌーンジョー“リンチやらせ”事件」（4件)

●1995 年　記事件数　503 件（不祥事事件数 221 件)

　├大和銀行巨額損失事件」（53 件)

　├大蔵官僚不祥事」（27 件)

●2005 年　記事件数　1103 件（不祥事事件数 766 件)

　├JR 西日本脱線事故」（26 件)

　├NHK不祥事」（119 件)
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ば、下記のような定義が挙げられる。（●は筆者

が区分のためにつけたもの）

●コンプライアンス

「法律やルールに違反する企業自身の行為であ

る」（國廣・五味, 2005 p11）（2）

●CSR（企業の社会的責任）

「（略）②法を遵守し、不正な行為をしない　③

不祥事やミスの際の報告と迅速な対応」「生活

者が重視するCSR活動トップ 3」（博報堂研究

開発局, 2006）（3）

●内部監査

「企業の役職員が起こす違法な行為、あるいは

違法とはいえなくても、社会常識と乖離した不

当な行為のうち、事件化したもの」（監査,

2003 p1Ёp9）（4）

●経営倫理（business ethics）

「企業またはその構成員が意図的に社会や自然

に対して有形無形の不利益を与える行為」（平

田, 2003 p114）（5）

「公正、誠実、公平、尊厳、企業市民、厳正、

協調、共生の 8つの倫理、これらを一歩踏み外

せば不祥事になりかねない」（中村, 2001）（6）

●企業価値

「GRI（グローバル・リポーティング・イニシ

アチブ）が示す経済的活動、社会的活動及び環

境活動の 3つの活動のうち、一つまたは複数の

活動での過ちによってその影響が企業を取り巻

くすべてのステークホルダーに及ぶもの」（北

見 2005 p67）（7）

●広報学

「企業組織内の不文律の業務慣行や業界常識を

マスメディアが報道することで社会的問題に発

展したもの」（駒橋, 2004 p183）（8）

●危機管理学

「不正行為（＝不祥事）とは、企業組織または

従業員（個人）を危機的状況に直面させてしま

う背信行為であり、組織内には背信行為に繫が

る要因が存在している」（大泉, 2004 p209）（9)

　以上を踏まえ、本稿は、便宜上「企業またはそ

こに所属する人間による不正または不当な行為に

より、社会に不利益をもたらすもの。必ずしも違

法であるものだけではない」ということする。本

稿の研究では、この定義を手掛かりに、「不祥事」

「企業」と「謝罪」、「事件」と「企業」、「隠蔽」

など不祥事に関連するワードを全国紙（朝日・読

売）のデータベースで検索を行った。その結果、

「不祥事」というワードを含む記事検索と他のワ

ードでの検索は類似のデータが現れた。ここでは、

不祥事という言葉を含む記事を「不祥事報道」と

して分析の対象にする。

不祥事報道の増加（概観）

　先に駒橋説を引用し「'70 年代に比べ 1991 年

を境に不祥事報道は増えている」と述べた。そこ

に何があったか、先の方法に従い「不祥事」とい

う言葉を朝日・読売の 2紙の記事検索を行った。

（図Ё②）この傾向は、日経など他紙においても

同様の傾向が見られた。

　この図でも、1980 年代前半まで、年間せいぜ

い十件以下だったものが、80 年代後半から不祥

事報道が頻繁に現れるようになり、1991 年に急

増する。

　1991 年は、6月 20 日付『読売新聞』の「野村

証券が法人損失 160 億円穴埋め　債券を高値買い

戻し　証取法違反の疑い」（東京朝刊一面）のス

クープをきっかけとして、証券業界全体に広がっ

た「証券不祥事」「証券スキャンダル」が起こっ

た年である。証券会社が大口顧客にのみ行った

「損失補てん」、補てんを受けた企業の言い訳

「（便宜を受けたことを）認識しておりません」が

流行語にまでなった。さらに、この年、銀行の不

正融資を原因とする「金融不祥事」が続いた。

　何社にも跨る同根同種の“事件”を一括りに

「不祥事」と呼び、それにより「不祥事報道」が

一気に増えたことが伺える。

　不祥事という言葉は、どのようの意図で使われ

たか、調査対象の 2紙のみなら、全国紙、通信社、

118



図Ё②　├不祥事」記事件数の推移

テレビ報道の記者にインタビューを試みた。が、

この時期を知る記者たちもどんな経緯・定義で使

われるようになったか明確な記憶はなかった。

「特定の罪名で呼ばれるよりいいということで、

最初に使ったのは企業側じゃないかな」（全国

紙・デスク）

「通信社では“不祥事”と言わないようにした

が、何時の間にか、新聞・テレビに見られるよ

うになった」（通信社・記者）

　企業が使い始めた「不祥事」という言葉が、同

根同種の事件を括るのに都合がいいため、新聞・

テレビでも使われるようになったのではないかと

想像される。

　その後、不祥事報道は、一時、減少する

が、'97 年に再び増加し、それ以降 90 年代後半、

右肩上がりに上昇する。'97 年は、総会屋への利

益供与（野村証券）、不正融資（第一勧銀）など、

金融業界関係の事件が再び起こった年である。四

大証券の一角を占める山一証券は、総会屋への利

益供与事件で元社長等が逮捕され、11 月に自力

再建を断念し、自主廃業の申請（第 2次山一証券

破たん）を発表した。この時期になると、「不祥

事」は一般用語として、一社の事件に対しても使

われるようになった。

　不祥事報道の増加傾向は、2000 年代に入って

からも続き、特に、雪印乳業集団食中毒事件のあ

った 2000 年、2紙合計で 4千件を超える報道が

行われた。

一つの“不祥事”に対する不祥事報道の量的拡大

　ここで、図Ё①をもう一度、分析する。はじめ

にで「一事件（事案）当たりの記事の報道数量の

増加が伺える」と述べたが、'85 年 '95 年 '06 年

の代表的な不祥事事例を比較するとその傾向はよ

り顕著である。「マンズワイン有毒液ワイン事件」

（85）では、[発生]・[責任]・[処分]の記事くら

いしかないのに対し、事件・事故の内容が違うと

はいえ、「JR西日本脱線事故」（05）では、[原
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因]・[責任]・[被害者の訴え]・[対応]の途中経

過が、連日報道され、報道が終息するのは、社長

が国会で辞任の意思を発表するおよそ 1カ月後で

ある。NHKの不祥事では、不祥事が飛び火し、

会長の進退問題となり、視聴者による受信料不払

いが起こるなど、100 件を超える報道が一年近く

続いた。

　以上から、'91 年以降の不祥事報道の増加は、

①報道される不祥事の事件（事案）数が増えたこ

と。②一事件（事案）当たりの報道量が拡大した

ことが原因と言える。

　次章では、拡大した不祥事報道をパターン分析

する。

3．不祥事報道の拡大パターン分析

　不祥事報道の拡大パターンの研究では、高見が

「日ハム牛肉偽装」（02）「第一勧銀総会屋利益供

与」（97）「三菱自動車リコール隠し」（00）「雪印

乳業集団食中毒」（00）の新聞・テレビの報道量

推移を研究し、大規模事件では「ある物語がメデ

ィアによって紡がれる場合が多い」とし、これが

報道を集中させ、長期化させる要因となっている

と説明した。（10）

　├白い恋人」の石屋製菓（07）、赤福（07）、そ

して、船場吉兆（07）のテレビ報道を分析した鈴

木は、船場吉兆の報道は鎮静化するまでに 92 日

を要したのに対し、石屋製菓 15 日、赤福 33 日で

あることを指摘し、その理由を「不祥事発覚後の

“企業の対応”と“企業の存続”の因果関係」と

いう。（11）

　本稿では、1990 年代以降の 150 の不祥事の新

聞報道を分析した。1990 年Ё2009 年の新聞報道

から「不祥事」で記事検索を行い、基本は報道量

上位 150 の企業不祥事を対象とした。これだけで

は拡大する例のみが選択されるため、さらに、各

年の分布、『企業不祥事事典』（斎藤：07）と拙著

『戦後不祥事史研究ノート』（08）を参考に、修正

を行った。その結果、不祥事報道を次の 5パター

ンに類型化できた。記事は、朝日、読売、日経を

検索したが、各紙ごとに大きな差異がみられなか

ったので本稿ではわかりやすく「朝日新聞」をパ

ターン化した。なお、テレビの報道時間数は、

「ヘッドラインTV」のデータのうち公表されて

いるものを利用した。

　なお、1日の間に放送されるニュースおよびワ

イドショーの各局合わせた総時間は 50 時間程度

といわれる。その中で、1時間を超えると各局ト

ップで扱う大事件と言っていい。

パターン①　┦早期終結の「坂道」パターン┧

　不祥事発覚時をピークに報道件数が減っていく

パターンである。このパターンが、不祥事報道の

大多数を占めている。150 事例の分析では、先の

ような修正をかけてもどうしても大きく報道され

たものが選ばれるため、3割程度だった。不祥事

発覚時をピークに報道件数が日を追って減少し、

やがて終結する。多くは、発生直後の記者会見で、

原因の究明、責任の所在、対策、責任の取り方が

充分伝えられ報道の論調も発生事実を伝えること

が中心になっている。

　典型例としては、2008 年に起こった「野村証

券のインサイダー取引」が挙げられる。この事件

は、野村の中国人社員が起こした事件だが、発覚

した当日、野村は解雇とともに関係者の処分を発

表し、それにより新聞では 5日、テレビでは 3日

で終結する。

パターン②　┦「富士山」パターン】

　不祥事発覚から少し日数が経って報道件数のピ

ークが起こる「富士山」パターン。不祥事の発覚

が、行政の立ち入り調査、事故などで始まるケー

スに多くみられる。報道側から見れば、後手にま

わるためか一報の後にピークが来る。

　ただ、発生後に対する対応がおおむね効果的な

場合に見られ、トップの辞任などをピークに終結

に向かう。パターン①の坂道パターンに類似して
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図Ё③　├野村証券インサイダー取引」記事件数（08）131 件

図Ё④　├野村証券インサイダー取引」（08）テレビ報道量

(事件推移）

4月 22 日　容疑発覚　社長の謝罪記者会見

4月 23 日　逮捕・反響

4月 26 日　3月期決算

いる展開である。

　例としては、石屋製菓の「白い恋人賞味期限偽

造」（07）が挙げられる。「白い恋人」は、北海道

を代表する有名なチョコレート菓子で、その賞味

期限が最大 1カ月偽造されていた。

　8月 15 日札幌市保健所が立ち入り調査を行っ

た。内部告発がきっかけだったといわれる。この

日、首都圏のテレビ 6局で報道された時間は 1時
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図Ё⑤　├白い恋人」（07）テレビ報道量

図Ё⑥　├白い恋人」（07）記事件数（88 件）

間 42 分。ここではテレビの速報性が優さり、新

聞は、夕刊で一報を報じたのみ。翌日、翌々日大

々的に報じた。

　これに対し、石屋製菓は素早く対応した。ただ

ちに、経営陣が偽装に関与していたことを認めて

謝罪を行い、全商品の自主回収を発表。3日目の

8月 17 日には、実質的な創業者の石水勲社長が

引責辞任を発表する。

　最初のニュースから 6日目（6月 20 日）には、

石屋製菓の朝日新聞記事は 1件、テレビニュース
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はわずか 1分。新聞では、事件後 7日目の新経営

陣の発表、テレビでは事件発覚後 15 日目の検証

特集を最後に、「白い恋人賞味期限偽装」事件は

終結した。

パターン③　┦「双子のピーク」パターン】

　第一のピークとそれと同等かそれ以上の報道量

の第 2のピークがある「双子のピーク」。最初の

報道より大きな隠蔽事実が明らかになるパターン

で、報道のスクープにより発覚した事例に多く一

報に続く第 2のスクープが 2つ目のピークとなっ

ている。これがきっかけとなり、前述「坂道」

「富士山」パターンに比べれば報道の日数が長く

なり拡大する。このパターンは、被害規模や対応

次第では、後述「台地パターン」「山脈パターン」

に拡大する可能性がある。

　事例は、2007 年 10 月 12 日に発覚した「赤福

餅」偽装である。伊勢土産の定番・赤福餅を製造

する(株)赤福に、農水省の調査が入った。冷凍保

存した商品を、解凍後、別の製造日に包装し直し

て出荷した疑いがあるということで、内部告発が

きっかけだった。

　初日、放送時間は 1時間 24 分。2日目（10 月

13 日）には 30 分に激減した。2か月前に「白い

恋人賞味期限偽装」報道があったばかりで、視聴

者も反応しなかったと思われる。新聞においても

同様で、3日目以降、一旦、減少する。

　しかし、事件発覚から 7日目（10 月 18 日）、

事態は一変する。深夜、赤福は緊急会見を行い、

出荷した製品の売れ残りの餡や餅を再利用して、

“新しい製品”として製造・販売していたことを

発表した。最初の記者会見で、「店頭に並べた商

品は焼却処分した」と説明していたことが、噓だ

と判明したのだ。浜田典保社長自ら「組織的に不

正が行われていた」と訂正し、謝罪した。これを

受けて三重県は、売れ残り商品の再利用は食品衛

生法違反の疑いがありと、無期限の営業停止処分

を発表した。

　当初よりも重大な偽装と組織的な関与が明らか

になったのである。これが、2つ目のピークとな

った。

　これをきっかけに、新聞・テレビの取材が激化

し、売れ残り製品を包装し直し、賞味期限を再設

定した【まき直し】、遠隔地向けの包装に、翌日

以降の製造日と消費期限を刻印した【先付け】、

店頭回収した赤福餅を餅とあんに分離。むき餅は

図Ё⑦　├赤福」偽装事件（07）記事件数 308 件
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図Ё⑧　├赤福」偽装事件テレビ報道時間数

(事件推移）

10 月 12 日　農水省調査立ち入り・改善指示

10 月 13 日　社長謝罪「偽装の意図なし」

10 月 18 日　売れ残り再利用発覚

10 月 20 日　日付偽装発覚

10 月 23 日　社長「組織ぐるみ」認める

（10 月 24 日　ミートホープ社長逮捕）

10 月 31 日　同業・於福餅偽装

11 月 2 日　会長辞任「関与否定」

再加工【むき餅】、あんは関係会社に販売【むき

あん】など売れ残り商品の再利用の詳細や創業一

族による会社の私物化など“不正”の報道が行な

われ、その度に経営陣は頭を下げた。その結果、

報道が長く続くことになる。その後、報道の論調

は東海の実力者益嗣会長の辞任に向かい、報道が

終息に至るまで 33 日かかった。「赤福偽装」の事

例では、テレビ報道時間が、双子のピークを描く

のに対し、朝日新聞はいびつであるが、2番目の

ピークから 3番目のピークまでを一塊りと見るこ

とができる。

　赤福の報道が長引いた理由は、次の 3点と考え

られる。

(1)最初の発表よりも、はるかに悪い事実が隠

されていた（第 2のピーク）

(2)第 2 ピークをきっかけに、報道により新し

い事実が小出しに明らかになった。（スクー

プがスクープを呼ぶ状況になった）

(3)責任の取り方が曖昧なまま日数が過ぎた。

結局、事件発生後 20 日目に実力会長が辞任

を表明するに至るまで続き、これを機に報

道は終息する。
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パターン④　┦活発な報道がしばらく続く「台地

型」パターン】

　図Ё⑨「雪印乳業集団食中毒」（00）図Ё⑩

「出光興産北海道製油所火災」（03）「JR西日本脱

線事故」（05）など、大規模な事件・事故で次々

と新たな事実が明らかになり、小きざみ同数程度

図Ё⑨　雪印乳業集団食中毒事件（00）記事件数 1010 件

(事件推移）

6月 30 日　食中毒公表

7月 2 日　社長記者会見　├私は寝てないんだか

ら」発言

7月 6 日　社長辞任

7月 9 日　発症者 13000 人超

7月 13 日　森永牛乳にも異臭

図Ё⑩　├出光興産北海道製油所火災事件」（03）記事件数 193 件

(事件推移）

9月 26 日　十勝沖地震　原油タンク火災発生

9月 28 日　十勝沖地震　製油所ナフサタンク火

災発生　社長記者会見

9月 29 日　製油所所長落ち度認める

9月 30 日　火災鎮火　社長「現場判断」発言

10 月 2 日　社長「天災」「責任容認」発言

10 月 4 日　道警家宅捜査

10 月 8 日　賠償請求
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の報道が続く。被害者報道の場合、その過程にお

いてはメディアスクラムが起こる場合も多い。報

道拡大との形としては、後述の「山脈型」と似て

いるが、より大規模な事件・事故に多い。警察や

行政の発表に基づき報道するが報道は後手に回る。

　報道件数の形は、完璧な台地というより多少デ

コボコ、山口県秋吉台のカルスト台地のようなパ

ターンとなる。

パターン⑤　┦小刻みな山が続く「山脈」パター

ン】

　このパターンの代表的な例には、2007 年の

「船場吉兆偽装」「不二家偽装」などが挙げられる。

「台地パターン」との違いは、多くがスクープか

ら始まり、それを追うように新たなスクープが報

じられ、その度に報道が過熱し、やがて”国民的

不祥事“となっていくことで、糾弾キャンペーン

が生まれる。報道主導ともいえる。

　記者たちへのインタビューによると、その過程

では報道する記者にある種の高揚感と世論との一

体感が生まれるようであり、「抜かれたら抜き返

せ」（全国紙・30 代・社会部記者）という新聞記

者たちの心理。「視聴者の反応」（キー局・ニュー

スデスク）が大きく作用し、“過去の不正”や同

業他社の“不正”に関する情報もスクープとなる。

ニュースバリューの化学変化が起こり、通常なら

ニュースにならない要素例えば被疑者の今日の行

動予定のようなものすらニュースとなる。論調も、

経営トップの辞任を求める「キャンペーン」とな

りがちで、リスク規模に比し報道量の多くなる傾

向にある。

　図Ё⑪⑫は、「船場吉兆の偽装問題」。ひと言で

いえば、船場吉兆と報道との“100 日間戦争”。

特に、テレビの報道は 86 日間続いた。

　事件発覚は 10 月 28 日。博多のデパート地下に

ある船場吉兆の惣菜売り場での製造日の偽装だっ

た。内部告発があり、福岡市保健所が立ち入り調

査を行い、この日の夜、販売自粛を勧告する。こ

れに対し、記者会見を行った創業家次男・湯木尚

治取締役は「パート従業員が勝手にやったこと

だ」「これ以上は断じてない」と主張、本社の関

与も否定した。正徳社長は会見に出なかった。だ

が、その後もゾロゾロ偽装が発覚、11 月 9 日に

九州産の牛を「丹波牛」、ブロイラーの鶏を「地

鶏」と表示するなど産地や原材料の表示偽装、11

月 16 日に牛肉みそ漬け表示偽装など、続々と偽

装が発覚した。

　経営陣は相変わらず「現場の独断」強調（10

月 29 日付朝日夕刊）。「会社ぐるみ　断じてない」

(11 月 2 付朝日夕刊）。「パート独断」（11 月 5 付

朝日夕刊）「仕入れ担当が…」(11 月 10 日朝日朝

刊)。と、責任回避を続けた。だが、責任転嫁さ

れた従業員や取引先などが記者会見を行い反論。

また、報道により、経営陣の言い分を覆す証拠が

発覚する。と、新聞、テレビともにグラフの推移

を見ると、後になればなるほど小刻みな山が続い

ている。

　12 月 10 日、記者会見を行い、創業家長男・喜

久郎取締役と女将の佐和子取締役が経営陣の不正

関与を認めた。この記者会見は、女将が中心とな

って行われ、有名な「ささやき会見」となってさ

らに話題を提供する。事件発生から 86 日目。民

事再生法手続きの開始を決定、女将の社長就任会

見を行った。この時の総報道時間は 2時間 55 分。

1時間を超えると重大ニュースと言われる中、ま

さに”国民的不祥事“だった。これをピークに、

船場吉兆の報道はようやく終息に至った。

船場吉兆の報道が長引いた理由は、次の 3点と考

えられる。

(1)会社ぐるみ、経営陣が関わっていたにもか

かわらず、パート従業員や取引先に責任転

嫁した。

(2)最初の発表よりも、はるかに悪い事実が隠

され、次々と明らかになり、その弁解が噓

であることが報道されるというスパイラル

が起こった。
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図Ё⑪　船場吉兆偽装事件（07）記事件数 262 件

図Ё⑫　船場吉兆の偽装発覚後のテレビ報道時間数

(事件推移）

10 月 28 日　福岡市　販売自粛勧告

11 月 2 日　新たに 6品目偽装　発覚

11 月 9 日　├丹波牛」「地鶏」の産地・原材料偽

　　　　　　装発覚

11 月 10 日　取引先業者　反論記者会見

11 月 14 日　パート従業員　反論記者会見

12 月 8 日　つくり置き全商品　賞味期限偽装
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　　　　　　発覚

12 月 10 日　長男・取締役　女将　├ささやき記

者会見」

12 月 26 日　無免許梅酒製造　発覚

1 月 16 日　民事再生法申請

(3)同族経営が批判されたことにもかかわらず、

責任の取り方が曖昧で、家長である正徳社

長を庇う言動が経営陣から続いた。

4．まとめ

　これまで 1991 年を契機に 90 年代以降、不祥事

報道の報道する件数そのものが増えたことも指摘

した。また、1901 年以降一事件（事例）当たり

の報道件数が増え、それは 5つの報道のパターン

に分類できることを示した。

　これに対し、「不祥事は今に始まったことでは

ない。むしろ昔の方がより悪質でより多かった」

（後藤、2006）（14）という意見もある。

　では、①「なぜ、1990 年代以降、不祥事報道

はなぜ増加したのか？」②「報道量の増加によっ

て起こる報道内容の変化は？」という 2つの問い

が生まれる。

　これに対し、清宮（2004）は「従来までは新聞

で取り上げられることのないようなレベルの不祥

事も、いまや社会的な批判にさらされるようにな

った。組織における不正や不祥事は、社会的関心

の中心になってきた」（15）と説明した。駒橋

（2004）は、旧来の業務慣行などが社会規範と乖

離していることを「ゆらぎ」と定義し、従来、問

題にならなかった業界慣行に対するゆらぎが、報

道で増幅し、世論に糾弾されるようになっている

とする。（16)

　前述、後藤は「昔は企業が重要情報を独占し、

社員の企業への忠誠心も高く、また、情報開示を

強制される仕組みもなかったことから、マイナス

情報の統制が可能で、不祥事情報は外部にあまり

出なかっただけである。また、出た場合でも、世

間は総じて寛容であった」

　企業の側からは、日本貿易会の宮原賢次会長

（住友商事会長）が「ついこの間まではどうって

ことなかったことが、世の中の価値観が変わって

そういうことではいかんということになった」

（読売、2002)(17)と発言している。ゆえに前述の

よう報道件数が増えたのである。

　本節では、まとめとしてこの 2つの問いに対し

さらに考察する。ここでは、研究手法として、

150 事例の記事の分析とテレビ・新聞・週刊誌の

記者への聞き取り調査を行なった。

　聞き取り調査の結果、記者たちからは、〈不祥

事をニュースバリューの高いコンテンツ〉と指摘

する意見が多かった。ニュースバリューとは「ニ

ュースの重要性・価値」などと説明されるが、紙

面、放送時間の限られる新聞、テレビなどにおい

て、何をどの程度の大きさで取り上げるか、取捨

選択するための基準をいう。

　一般的に、①「突出性・重要性」（被害や影響

が大きいほど、大きく扱われる）②「特定の人物

に対する興味」（元アイドルの大麻事件は関心が

高い）③「対立や紛争・論争」④「異常性」⑤

「タイムリー」⑥「近接性」（地理的に近い事件ほ

どニュース価値が高い。その逆もある）が、ニュ

ースバリューの項目として挙げられ、この順で優

先されると考えられている。

(大石 2000 p24Ёp27、p18Ёp23）

(SHOEMAKER, P.e REESE, S. 1996. p111）

（18）

　筆者は、放送作家として長い間テレビの報道に

携わってきたが、自身の現場感では少し異なる。

そこで、これについて、新聞記者 20 人　放送記

者 32 人、計 52 人の新聞・テレビ記者たちへ聞き

取り調査を行った。

　その結果、新聞記者からは、①「スクープ」②

「刺激性」③「衝撃性」④「連続性」に類型化で
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きた。その他に、「自分たちへの影響」「安全・安

心」といったキーワードがあげられた。

　全国紙の論説委員は、これを①「初めて報道に

よって暴かれ、是正されるべきこと」（スクープ）

②「あってはいけない不正」（刺激性）③「被害

者の数・規模」（衝撃度）④「社会システムの矛

盾の追求」（連続性）の順とし、「不祥事の多くは、

内部告発によるスクープから始まり、まさにニュ

ースバリューの高い記事となる」と答えている。

　これに対し、テレビ報道では、「とにかくサプ

ライズ。『規模の大きいもの』。『普遍性』。逆に

『多くの人の信じているものが崩れる』。独占的映

像（〔スクープ〕）があれば、それは最大限に生か

す」（キー局・デスク）と答えている。

　テレビの記者たちへの調査では、①「意外性・

インパクト」②「旬なニュース」③「被害規模の

大きさ」④「身近さ・自分への影響」と類型化で

きた。その他、やはり「安全・安心」「価値観の

崩壊」をあげる意見もあった。

　特に、安全・安心に関わる不祥事は、視聴率が

とれる」（キー局・プロデューサー）という。

　●ニュースバリューについて（新聞記者への

ヒアリングから）対象 22 人

　　①「スクープ」

　　②「刺激性」

　　③「衝撃性」

　　④「連続性」

　●ニュースバリューについて（放送記者への

ヒアリングから）対象 30 人

　　①「意外性・インパクト」

　　②「旬なニュース」

　　③「被害規模の大きさ」

　　④「身近さ・自分への影響」

　新聞・テレビにおいて、ニュースバリューの変

化が起こり、不祥事報道は、“ニュースバリュー

の高いコンテンツ”となったのである。それによ

り従来は報じられなかった些細なレベルまでニュ

ースとなるようになり、不祥事報道は増加した。

またニュースバリューが高くなったことで、一事

件（事案）の報道件数が増え、拡大するようにな

った。それは今後の研究課題であるが、1991 年、

1997 年 2000 年が節目と考えられる。

　背景には、企業の不正や不祥事が社会的関心の

中心になってきたことが存在する。市民意識が、

企業に対し違法か否かだけではなく倫理性、社会

的責任、説明責任を求めるよう変化したことが挙

げられる。

報道量の増加によって起こる報道内容の変化

　'90 年代以降、マスメディアにおいて不祥事報

道はニュースバリューの高いコンテンツとなり、

それに伴い報道される件数と一事件（事案）当た

りの報道量の増大が起こった。

　では、一事件（事案）当たりの報道量の増加に

より、何が起こったのだろうか。この考察に当た

っては、先のパターン化と併せ、150 事例の記事

の分析行った。それにより、90 年代以後の不祥

事報道において、次の 3つの傾向が見られた。

①80 年以前は発生事実を伝えるのみだったが、

90 年代以降、発生、対応、終結という「ス

トーリー型」の報道の流れが見られる。

②90 年代以降、報道された事例をきっかけに

当該企業の他の不祥事にも拡大し、経営者の

責任を追及する「キャンペーン型」の報道が

行われるようになった。

③90 年代以降、当該企業だけではなく、同業

他社の不祥事にまで拡大する「飛び火」型報

道が行われ、それにより当該企業の不祥事が

いつまでも報道される。

　企業の不祥事は、1991 年の「証券不祥事」を

きっかけに、【不祥事報道】というコンテンツと

なり 90 年代以降、増加し、その傾向は 2000 年代

に入っても変わらない。
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　この場合、不祥事とは必ずしも違法であるか否

かだけではなく、それまでの業界慣習などグレー

な部分も含まれる。その背景には、市民意識の変

化があり、企業に対し不正、不公平など倫理性、

社会的責任、説明責任といった高い次元の行動を

求めるようになったことがある。

　報道現場では、ニュースバリューの変化が起こ

り、不祥事はニュースバリューの高いコンテンツ

となった。従来ならニュースとならないレベルの

不祥事までニュースとして扱われるようになり報

道件数が増加した。また、それに伴い、一事件

（事案）当たりの報道量も増大した。

　契機となったのは、1991 年、1997 年、2000 年

の報道ピークと思われる。一事件（事例）当たり

の報道量が増加することで、報道内容の質的変化

が起こり、不祥事報道は「ストーリー型」の報道

に変わった。本稿では、そこまで述べるものでは

ないが、90 年代からの報道全体の地盤変化的な

質の変化とも無縁ではなく、その中で、因果関係

が明確な「不祥事報道」が当時好まれたストーリ

ー型の報道に合致していたこともあるように思わ

れる。

　ストーリー型の報道は、同時にトップの辞任を

求めるキャンペーン型の報道へと変化する。

　このプロセスを 150 の事例分析からは、報道の

拡大を 5つのパターンに分類して示した。が、こ

の中で明らかになったように、最初に報道された

よりもさらに大きな不正の存在が明らかになるこ

とで、報道は拡大し、「双子のピーク」のパター

ンとなり、さらに小出しに明らかになることで報

道は過熱し、トップの辞任を求める「キャンペー

ン」に変化するのである。リスク規模に比して報

道が過熱し「国民的不祥事」となる「山脈パター

ン」となる。

　視点を変え、広報学の立場に立つならば、最悪

パターンの陥らないようにするためには、不正を

一気に発表し、責任の所在と取り方を明確にする

というクライシス・コミュニケーションが求めら

れる。

　今回は「不祥事報道」を先行研究から援用し

「違法とは限らない不正」とし、新聞記事で不祥

事と指摘されるものを対象とした。が、不祥事の

概念は時代により変化し、拡大傾向にあることで

不祥事報道が増えていることを考えると、不祥事

の定義の変化を歴史的に考察しておく必要と考え

る。中でも、91 年、97 年、2000 年において「不

祥事」という言葉が一気に使用されるようになっ

た状況についてはなおも調査と研究が必要である。

これにより報道における「不祥事」のニュースバ

リューの変化の過程が確かめられるはずである。

不祥事報道における「1991 年論」「1997 年論」

「2000 年論」という歴史的なアプローチが必要で

ある。

　また、テレビ報道に関しては公表されたデータ

を参考にしたが、150 事例全部にあたり分析し、

新聞報道と突き合わせることで、拡大のパターン

をさらに正確なものとし、そのメカニズムを研究

し、不祥事報道のあり方に対する博士論文構築へ

の手がかりとしたいと考える。
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